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　明けましておめでとうございます。

　お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年５月より当協議会の会長を務めさせていただいております。本年も関係当局のご指導

と会員皆様のご協力を頂き、任を果たす所存であります。どうぞよろしくお願い致します。

　昨年は、新型コロナウィルスの感染拡大が、私たちの日常生活に大きな影響を及ぼし、日

本の経済も深刻なダメージを受けた一年でした。日本経済は、一時期の落ち込みから回復基

調にはあるものの、依然として先行きに不透明感があり、新型コロナの一刻も早い収束が望

まれるところです。

　また、環境の側面では、昨年１０月に菅首相が、成長戦略の柱として「経済と環境の好循

環」を掲げ、「２０５０年CO2排出の実質ゼロ宣言」を表明しました。具体策としては、革

新的なイノベーションの推進、グリーン投資のさらなる普及、再生可能エネルギーの最大限

導入などを示すなど、大きな転換期を迎えようとしています。

　脱炭素社会に向けた動きが加速化する中で、当協議会には、地球温暖化を始めとして、廃

棄物処理、化学物質管理など様々な環境問題について、変化点を捉えた情報発信が求められ

ています。

　当協議会としても、このような状況を理解し、各産業、企業の枠を超えて、環境保全に関

する知識と技術力向上の支援活動を行うとともに、今後も関係行政の皆様や住民の皆様とコ

ミュニケーションを密にし、環境保全に取り組んでまいります。

　最後に、本年の各会員企業の皆様方の益々のご活躍とご発展をお祈り申し上げるとともに、

今後も当協議会に一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、年頭のご挨

拶とさせて頂きます。

会長　山下　達也
日本製鉄㈱　東日本製鉄所君津地区副所長

　あいさつ

2021 年　（令和 3 年）
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　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルスの感染防止のため、不要不急の外出自粛、施設の使用停止、

イベントの開催自粛等の協力要請とともに、学校の臨時休校等の措置を講じました。

　県民の皆様、事業者の皆様、医療・福祉・介護に従事する皆様の御理解・御協力に感謝申

し上げます。

　県では、引き続き、必要な医療提供体制の確保に努めるとともに、新しい生活様式の

実践・定着や県内産業の回復に向けた取組等を推進する「ちばと一緒に！」キャンペーンを

通して、観光客の誘致や県産農林水産物の販売促進等、様々な事業を実施し、感染拡大防止

の徹底と、社会経済活動との両立に向け、力を尽くしてまいります。

　さて、今夏は１年延期となった東京２０２０大会が開催されます。

　県内では、幕張メッセにおいて、オリンピック３競技とパラリンピック４競技が、釣ヶ崎

海岸において、サーフィン競技が実施されます。また、大会に先立って、聖火リレーも県内

の各地域を巡ります。

　県民の皆様とともに、大会の感動を共有できるよう安全・安心な大会の実現に向け、準備

を進めてまいります。

　また、環境分野においては、第３次「千葉県環境基本計画」を平成３１年３月に策定し、

「地球温暖化対策の推進」「循環型社会の構築」など、５つの基本目標を掲げ、分野横断的

に施策を展開することで、環境・経済・社会的課題の同時解決を目指しています。

　中でも、地球温暖化対策は近年特に重要な政策課題となっており、県では「千葉県地球温

暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガス排出量の削減に向けて、再生可能エネルギーの

活用や、省エネルギーの促進に取り組んでいます。また、「千葉県の気候変動影響と適応の

取組方針」において、気候変動が本県に与える影響と適応策を示すとともに、昨年４月に、

「千葉県地域気候変動適応センター」を設置して、本県における気候変動影響や適応に関す

る情報の収集・発信等を行っています。今後も、事業者の皆様と連携しながら一層の温室効

果ガスの削減と、気候変動の影響への適応に取り組んでまいります。

　「みんなでつくる『恵み豊かで持続可能な千葉』」の実現に向けて、今後とも各分野の

施策を推進してまいりますので、引き続き皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、貴協議会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝を心からお祈り申し上げまし

て、新年のあいさつといたします。

千葉県知事　森田　健作

　あいさつ

2021 年　（令和 3 年）
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　協議会活動

通常総会で選任された役員の一部変更の中から役付役員の選出を理事会（書面表決）で行い

ました。

・新任　代表理事・会長　山下達也  氏（日本製鉄㈱東日本製鉄所　君津地区副所長）

・新任　副会長　山下雅弘  氏（丸善石油化学㈱　安全環境部長）

なお、任期は次期総会までとなります。よろしくお願いします。

第２回理事会
5月 28日（火）書面表決

議長の河井代表理事 縮小開催の審議状況

新型コロナウィルス感染拡大の影響に因り通常総会は大幅縮小しての開催となりました。

例年同日開催している「特別講演（公害防止統括者等研修）」や懇親会も今回は中止いたし

ました。

議案についてはほぼ委任状による承認として決裁し、通常議案に加えて役員の一部変更案が

了承されました。

２０２０年度通常総会
5月 15日（金）千葉県教育会館　本館 604 会議室

総会議案

　審議された議案は以下のとおりです。

第１号議案　２０１９年度事業の承認について

第２号議案　２０１９年度収支決算の承認について

第３号議案　２０２０年度事業計画の決定について

第４号議案　２０２０年度収支予算の決定について

第５号議案　役員の一部変更について

　以上の議案については、全員異議なく承認されました。
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理事会の開催状況

協定改定説明会の開催状況

第３回理事会は上期事業計画について審議しました。コロナ状

況の先行きが見通せず例年の事業内容で策定しました。

しかしながら、協議会事業の大きな柱である公害防止管理者等

育成事業がコロナ影響に因り受託契約できず、研修会は中止或

いは延期しています。

第４回理事会の下期事業計画では継続するコロナ影響を踏まえ

た事業計画の見直しとそれに伴う予算修正を行いました。

今後の会議や研修会はオンライン開催を主体にした運営に変革

していく事を取り決めました。

【第 1 回小委員会】9 月 16 日（水）、9 月 17 日（木）＠ WEB 

・「協定改定運用後のフォローアップ打合せ　～アンケート結果の再確認と共有～」

【第 2 回小委員会】10 月 22 日（木）＠ WEB

・「協定改定運用後のフォローアップ打合せ（行政合同）」

第 1 回小委員会では、昨年度 3 月末に改定された「環境の保全に関する協定（細目協定）」

に対する改定運用後のフォローアップとして、アンケート調査を実施し意見集約しました。

第 2 回は、第 1 回で集約した中から特に疑義の生じている事項について行政見解を求め、意

見交換をしました。

【協定改定説明会】12 月 1 日（火）、12 月 4 日（金）＠ WEB

協定締結企業を対象にオンライン説明会を開催しました。

改定内容全般の概要説明と運用解釈等の詳細説明を行い、更には

質疑応答・意見交換も行って改定内容の理解がより深まったこと

と思います。今後の効果的な運用を期待いたします。

本年度予定の「大気関係」や「水質関係」等の受託事業は、コロナ影響に因り中止または延

期しております。今後の研修についてはオンラインで開催できるよう準備を進めております。

第３回理事会
5月 28日（木）書面表決

協定小委員会

公害防止管理者等育成研修

第４回理事会
10月 14 日（水）@WEB
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講師　㈱品質保証総合研究所（ＪＱＡＩ）

主席講師（EMS 主任審査員）　青木　雅彦  氏

SDGs の観点を多く取り入れ、経営者の問題意識を踏まえた監査目標の設定、実施方法など、

監査の基礎や有効な監査方法まで分かりやすく解説したセミナーです。こちらもコロナ対策

をしっかり取りながら行い、終了後のアンケート結果からもセミナー満足度は非常に高評価

でした。

廃棄物管理者研修

【千葉県廃棄物リサイクル促進研修会】1 月 19 日（火）、1 月 22 日（金）＠ WEB 予定

千葉県、（一社）千葉県産業資源循環協会、及び当協議会の共催

・第一部「廃棄物処理に関する法令等について　－持続可能な社会の実現に向けて」

・第二部「廃棄物の回収・処理に係る問題点及びリサイクル技術の紹介」

・7 月 28 日～ 30 日　水質 1 回　3 日間コース

・8 月 18 日～ 20 日　水質 2 回　3 日間コース

・7 月 20 日～ 22 日　大気 1 回　3 日間コース

・8 月　3 日～　5 日　大気 2 回　3 日間コース

・7 月 28 日～ 29 日　騒音・振動関係

・8 月　3 日～　4 日　ダイオキシン類

本年度の本試験は予定通り 10 月 4 日（日）に行われました。

講習会はコロナ禍ではありましたが、会場を分散し 3 密を避け

ながら細心の注意と対策をとって開催しました。お蔭様で無事

終了することが出来ました。ご心配、ご迷惑をお掛けした関係

者皆様に深く感謝申し上げます。

公害防止管理者国家試験　受験講習

３密回避

講師もマスク着用
演台シールド

ISO１４００１内部環境監査員養成セミナー
10月 20 日～21 日（2日間コース）
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　会員紹介 ①

　出光は 1911 年 ( 明治 44 年 )、福岡県北九
州市門司で「出光商会」として創業し、2019
年 4 月には昭和シェル石油と経営統合し、新
たな一歩を歩みだしました。現在は全国 5 つ
の製油所と 2 つの事業所を有し、国内トップ
クラスの効率性の高い供給体制を実現してい
ます。

　そのなかで千葉事業所は、1963 年の操業
以来、出光の基幹事業所として最先端の装置
や生産システムを多数導入し、「燃料油の精
製・製造」と「石油化学製品の製造」を行う
一方で、「潤滑油」「機能化学品」「機能性樹脂」
などの高付加価値製品の製造を行い、構内で
は関係会社を含め約 1700 名が従事していま
す。

　また、出光の製油所・事業所では他社に先
駆けた様々な取組みを行っています。特に
大気汚染物質である硫黄酸化物対策として、
1967 年に重油から硫黄分を取り除く重油直
接脱硫装置を世界で最初に導入しました。出
光は安全と環境を最優先し、常に率先して公
害対策を実施してきました。

　併せて、環境保全への取組みとして建設と
同時に、緑豊かなグリーンベルトを設け、公
園のような工場づくりをしてきました。千葉
事業所も先に操業を開始 (1957 年 ) した徳山
事業所同様、地域の景観と環境に配慮した緑

　これは公害対策基本法が公布される 10 年
前のことで、わが国の工場における緑化や美
化の先駆けとなりました。以来、さらなる緑
化を推進し、グリーンベルト、心字池には四
季折々の花が咲き、キジや水鳥が棲みついて
います。

　危険物を扱う製油所・事業所という制約の
中で操業以来、緑地が継続的に良好に維持さ
れ、千葉県に多く分布しているスダジイ等が
生育していることから、地域の貴重な自然資
源としても寄与しております。

　出光では今後も、従来の緑地管理に加え、
生物多様性の向上に向けた積極的な活動を
行うと共に、日本発のエネルギー共創企業と
してお客様、地域、ビジネスパートナーと共
に新たな価値創造に挑戦しながら、次世代に
向けた事業の創出にも取り組んでいきます。

【世界初の重油直接脱硫装置】

【工場周囲に設けたグリーンベルト】

【生物多様性保全に配慮した心字池】

【出光興産株式会社　千葉事業所】

豊かな「公園工場」としてスタートしました。
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　会員紹介 ②

　当社は 1952 年に「日本真空技術株式会社」として創業しました。真空技術で産業と科学の発展に貢
献しよう、という若い技術者たちが立ち上げたベンチャー企業がスタートです。創業から 69 年、時代
の産業構造の変化に応じて新しい技術の創造に果敢に挑戦してきました。2001 年に社名を株式会社ア
ルバックに変更し、現在では真空装置、コンポーネント、材料、分析機器など多様な真空技術を持ち、
研究開発、製造、販売、カスタマーサポートを総合的に提供する真空総合メーカーとして現在に至って
います。

　当社は環境方針のもと、お客様が環境貢献を実感できる製品の提供や消費するエネルギー等の管理・
削減を行い、環境負荷を最小限にすることを目標に活動を行っています。グローバルな生産体制を有し
ていることから、ISO14001 の認証統合化を通してガバナンスの強化を図り、グループ間の情報共有や
トップマネジメントによる指示の迅速な展開を確実に実施しています。
　具体的な取り組み事例として、アルバックグループ全体でのプラスチック削減の取り組みを進めてい
ます。出荷するポンプなどの梱包に使用する梱包材を社内で再利用することで、梱包材の購入量をアル
バックとアルバック・ファイ株式会社で前年度比 15%、アルバックテク
ノ株式会社で前年度比 24% 削減することができました。海外グループの
一部では、使い捨ての緩衝材の利用を止め再利用可能な緩衝材に変更し
ています。また原材料の供給先からビニール梱包を禁止し、専用台車を
供給先へ支給して原材料を入れて貰う等の活動によりプラスチック使用
量の削減を行っています。今後も「ULVAC」製品とその製造プロセスを
通し環境負荷の低減を図っていきます。

真空機器事業
FPD( フラットパネルディスプレイ ) 及び
PV( 太陽電池 ) 製造装置、半導体及び電子部品製造装置、
コンポーネント、一般産業用装置
真空応用事業
材料、分析装置・制御装置・マスクブランクス　他

主な事業

環境への取り組み

会社概要

株式会社アルバック

商号 株式会社アルバック
ULVAC,Inc.

本社・工場 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500 番地

千葉山武工場 千葉県山武市横田 516

創業 1952 年 8 月 23 日

代表者 代表取締役社長　岩下節生

従業員数 1,333 名、連結 6,370 名
（2020 年 6 月 30 日現在）

本社・工場（神奈川県茅ヶ崎市）

有機ELディスプレイ
製造装置

半導体製造装置

再利用可能かつ
静電防止機能がある緩衝材



K
anH

●
kyo

1 月号

8

● 

会
員
紹
介

　会員紹介 ③

　東洋ガラス株式会社は１８８８年、ガラス容器メーカーとして誕生して以来、「ガラスのもつ可能性
をみつめ、生活文化の向上に貢献する」ことを基本として、ガラスびんから各種ガラス関連製品を製造
するメーカーへと成長し、１９５３年には総合容器メーカーである東洋製罐グループの一員となり、現
在に至っております。
　ガラスびんの国内シェアは約３０％。スーパーやコンビニに並ぶびん入り製品のおよそ３本に１本が
当社でつくられたびんです。

　ガラスは４０００年ものあいだ、人間と密接な
関係を持ちつづけてきた長い歴史があります。
　そしていま、環境問題という視点からもガラスは大きな期待を寄せられております。東洋ガラスは幅
広い分野の製品開発に取り組み、これからも生活文化の向上に挑戦し続けて参ります。

　ガラスびんは、砕いた再生原料を使用するこ
とで永続的に何回も繰り返しガラスびんに再生
することが可能なリサイクルの優等生ですが、
当社ではさらに、びんの軽量化を積極的に推進
し、省資源・省エネルギーに加え、ＣＯ２発生
抑制に取り組んでいます。

　日本ガラスびん協会では最も軽量化されたガ
ラスびんを「超軽量びん」と呼び、当社では、
より多くのお客様にお手軽にご利用いただける
よう、食料・調味料・飲料などの幅広い分野で「超
軽量一般びんシリーズ」をご用意しております。
同シリーズは環境に優しい商品として、ガラス
びん業界初の「エコマーク認定」を受けており
ます。

千葉工場全景

原料となる砕いたガラスびん

びんの底の「 T 1」が千葉工場製品の証

超軽量一般びんシリーズ
エコマーク認定　第０７１２４００２号
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  行政ニュース①

　大気汚染防止法においては、建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止のための規

制を行っており、具体的には、吹付け石綿（レベル１）及び石綿を含有する断熱材・保温材・

耐火被覆材（レベル２）に係る解体等工事について、県等への作業実施届出や、作業基

準の遵守が義務付けられています。

　しかしながら、一部の国内現場においては、以下の課題が見受けられます。

　　・大気汚染防止法で規制対象となっていない石綿含有成形板等（レベル３）の不適

　　　切な除去により石綿が飛散。

　　・不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし。

　　・短期間の工事の場合、作業基準適合命令を行う前に工事が終わってしまう。

　　・不適切な作業による石綿含有建材の取り残し。

　これらの課題に対応するため、大気汚染防止法が改正され、レベル３を含む全ての石

綿含有建材への規制対象の拡大、県等への事前調査結果の報告義務付け及び作業基準遵

守徹底のための直接罰を創設すること等により、石綿飛散防止対策が一層強化されるこ

とになりました。

　令和２年５月２９日に改正大気汚染防止法が成立し、６月５日に公布されました。

（１）規制対象の拡大
　　　 規制対象について、石綿含有成形板等（レベル３）を含む全ての石綿含有建材

　　  に拡大され、レベル３に係る作業基準が新たに設けられます。

　　　 ただし、作業実施届出は必要ありません。

（２）事前調査の信頼性の確保
　　　 事前調査方法を「図面又は目視」から「図面及び目視」とするとともに、一定

　　  の知見を有する者を活用することが義務付けられます。

１．大気汚染防止法改正の経緯

２．大気汚染防止法改正の概要

石綿に係る大気汚染防止法改正について
千葉県環境生活部大気保全課

レベルの分類 レベル１ レベル２ レベル３

建材の種類 吹付け石綿
石綿含有保温材
石綿含有断熱材
石綿含有耐火被覆材

石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材

一定の知見を有する者（調査者）

建築物

「登録規定※１」に規定する一般建築物石綿含有建材調査者

「登録規定※１」に規定する特定建築物石綿含有建材調査者

上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者※２

一戸建て住宅等 上記の者又は「登録規定※１」に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

※１：建築物石綿含有建材調査者講習登録規定
※２：義務付け適用前までに、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調
査を行う時点においても、引き続き、同協会に登録されている者
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　　　 また、元請業者及び自主施工者（以下「元請業者等」という。）に対しては、一

　　 定規模以上の建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の解体・改造・補修

　　 工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の県又は政令市及び

　　 労働基準監督署（以下「県等」という。）への報告が義務付けられます。

　　　 さらに、元請業者等に対し、事前調査に関する記録の作成・書面の現場備え付け

　　 ・記録の３年間保存が義務付けられます。

事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事

建築物
解体部分の床面積合計が８０㎡以上の解体工事又は、

請負代金の合計が１００万円以上の改造又は補修工事

工作物 請負代金の合計が１００万円以上の解体、改造又は補修工事

（３）直接罰の創設
　　　 レベル１又はレベル２に係る作業基準違反があった場合、直接罰の対象となり

　　 ます。

　　　 また、下請負人に対し、作業基準遵守が義務付けられます。

（４）不適切な作業の防止
　　　 元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や、作業結

　　 果記録の作成と、記録の３年間保存が義務付けられます。

　　　 また、特定粉じんに関する知識を有する者（石綿作業主任者又は事前調査にお

　　 ける一定の知見を有する者）による作業終了時の確認が義務付けられます。

（５）その他
　　　 県等による立入検査対象が拡大（元請業者等又は下請負人の営業所、事務所そ

　　 の他の事業場）されます。

　　　 災害時に備え、国や県等は、建築物等の所有者等による建築物等への石綿含有

　　 建材の使用の有無の把握を後押しすることに努めることになります。

（６）施行期日

① ②③以外の規定 令和３年　４月１日

②
事前調査結果の報告（一定規模以上）に
係る規定

令和４年　４月１日

③
事前調査における一定の知見を有する者
の活用に係る規定

令和５年１０月１日
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１　はじめに
　ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、高い電気絶縁性や熱安定性を有する油状物質であり、コ
ンデンサーや照明用安定器等に広く利用されていましたが、昭和４３年に起こったカネミ油
症事件を契機にその毒性が社会問題化し、昭和４７年に製造中止となりました。PCB 廃棄物
の処分を確実かつ適正に行うために、平成１３年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法（PCB 特別措置法）」が制定され、PCB 廃棄物を保管する事業
者（保管事業者）に対して、処分期間内の適正処分や、各種届出が義務付けられました。
　また、国は「PCB 廃棄物処理基本計画」の策定や中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）
等 PCB 廃棄物処理施設の整備を行い、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的
に推進することとしました。県としても、PCB 廃棄物による環境汚染を未然に防止し、もっ
て県民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、「千葉県 PCB 廃棄物処理計画」を定め
て県内の PCB 廃棄物の確実かつ適正な処分を推進しています。

２　PCB廃棄物の処分について
　（１）処理施設と処分期間について
　 県内で保管されている PCB 廃棄物等は、表１に示す処理施設において、処分期間内に処
分しなければなりません。

  行政ニュース②

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の期限内適正処分について
千葉県環境生活部廃棄物指導課

図１　PCB が使用された電気機器（左：コンデンサー、右：安定器）

表１　PCB 廃棄物等の処分期限

分類 処理施設 処分期間 計画的処理完了期限

高濃度 PCB 廃棄物
及び使用製品

変 圧 器、 コ ン デ ン
サー、PCB 油等

JESCO 東 京 PCB 処 理
事業所

令和４年３月３１日
まで

令和５年３月３１日

安定器及び汚染物等
JESCO 北 海 道 PCB 処
理事業所

令和５年３月３１日
まで

令和６年３月３１日

低濃度 PCB 廃棄物
無害化処理認定施設
等

令和９年３月３１日
まで

－
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３　PCB廃棄物の発見事例について
　PCB を含有する代表的な機器には、変圧器、コンデンサー、照明用安定器などがありますが、
通常使用されている場所のほか、見落とされやすい場所からの以下のような発見事例が報告
されていますので、隅々まで徹底した調査を行うことが重要です。

４　おわりに
　PCB 廃棄物を保管している方及び PCB 含有機器を使用中の方は、PCB 特別措置法に基づき、
適正保管及び早期処分をお願いします。また、上記の PCB 廃棄物の発見事例を参考に、事業
所内に PCB 含有機器がないか、今一度御確認をお願いします。
　PCB 廃棄物の処分や各種手続きに関して不明な点などがあれば、千葉県環境生活部廃棄物
指導課指導企画班（TEL:043-223-2757）までお問い合わせください。
○その他参考：環境省　ポリ塩化ビフェニル (PCB) 早期処理情報サイト
　　　　　　　http://pcb-soukishori.env.go.jp/

≪ PCB 含有機器の発見事例≫
　・高圧受電設備（キュービクル）
　・使用していない機械室
　・資材倉庫
　・外灯やエレベーターの照明

・電気室
・工場の壁際（資材の陰に隠れていた）
・溶接機や X 線発生装置の内部
・天井裏や工場の梁上（安定器の残置）

　（２）保管及び処分等について
　 PCB 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に定める特別管理
産業廃棄物の保管基準、処分基準、委託基準に従い、生活環境に悪影響がないよう、保管及
び処分を行う必要があります。なお、高濃度 PCB 廃棄物を処分するためには、事前に JESCO
に対し廃棄物情報の登録を行う必要があります。
　 また、PCB 廃棄物の保管事業者等は、PCB 廃棄物等の保管や処分の状況について毎年届出
を行うこととされており、保管の場所を変更した場合や処分が完了した場合にも届出が必要
です。

　（３）期限内適正処分に向けた県の取組
　 県では、PCB 廃棄物の期限内の確実な処分に向けて、千葉県 PCB 廃棄物処理計画に基づき、
変圧器・コンデンサー等の自家用電気工作物設置者や、PCB を含有する照明用安定器（蛍光
灯及び水銀灯等）を保有している可能性のある事業者に対し、PCB 含有機器の所有の有無を
把握するための掘り起こし調査を実施しています。
　 また、高濃度 PCB 廃棄物の収集運搬・処分費用のうち、中小企業者は 70%、個人の方は
95% について、国の PCB 廃棄物処理基金を通じて助成を行っています。なお、新型コロナ
ウイルスの影響で一定以上経営が悪化した中小企業者及び希望する個人は、令和 3 年 3 月末
までの受付分に限り、追加助成が行われています。詳しくは JESCO ホームペー
ジを御確認ください。

【JESCO ホームページ】https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html
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  行政ニュース③

千葉県環境影響評価条例施行規則等の一部改正について
～千葉県環境影響評価条例の対象事業に太陽電池発電事業を追加～

千葉県環境生活部環境政策課

１　はじめに

２　改正規則の名称

３　改正内容

　環境影響評価（以下「環境アセスメント」という。）は、開発事業の内容を決めるに当たっ
て、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・
予測・評価を行い、その結果を公表して住民や行政機関などの意見を聴き、それらを踏ま
えて環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこうという制度です。
　本県では、環境影響評価法（以下「法」という。）と千葉県環境影響評価条例（以下「条
例」という。）の２本立てで環境アセスメント制度が運用されており、道路建設、河川工事、
発電所設置、工業団地や宅地の造成など、対象となる事業の種類・規模が定められています。
　従前、法及び条例の対象事業ではなかった太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業

（以下「太陽電池発電事業」という。）については、事業の実施に伴う土砂流出や濁水の発
生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などの問題事例等を背景に、令和２年
４月１日から法の対象事業となりました。
　本県においても、条例の対象事業に太陽電池発電事業を追加することとし、関係規則の
改正を行い、令和３年４月１日から施行します。

　改正を行った関係規則は、以下のとおりです。
（１）千葉県環境影響評価条例施行規則（以下「施行規則」という。）
（２）千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該
　 項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並び
　 に環境の保全のための措置に関する指針を定める規則（以下「技術指針」という。）

　関係規則の主な改正内容は、以下のとおりです。
（１）施行規則の改正内容
　　 条例の対象事業に太陽電池発電事業を追加し、対象となる規模要件等を次のとおり
　 定めました。
　ア　規模要件の指標は太陽光パネル等の発電設備の水平投影面積とし、対象となる事業
　　（基本事業）は、自然公園等※区域内で実施される事業は１０ｈａ以上のもの、そ
　　れ以外の事業は４０ｈａ以上のものとしました。
　イ　上記アの規模には満たないが、法又は条例の対象となる別の事業と一体的に事業が
　　行われる場合に、その事業について環境アセスメントが必要かどうかを知事が個別に
　　判定する対象となる事業（関連事業）は、自然公園等※区域内で実施される事業は５
　　ｈａ以上のもの、それ以外の事業は２０ｈａ以上のもの（いずれも基本事業の１／２）
　　としました。
　※自然公園等
　　自然公園法に基づく国定公園、千葉県立自然公園条例に基づく県立自然公園、千葉県
　　自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域、郷土環境保全地域、緑地環境保全地域
　　森林法に基づく地域森林計画対象民有林
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（２）技術指針の改正内容
　　　条例の対象事業に太陽電池発電事業を追加するに当たり、次のとおり環境アセスメ
　 ントの項目の追加等を行いました。
　ア　環境アセスメントの項目の選定に当たって検討すべき環境要素として、太陽電池に
　　入射した太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象（反射光）を追加しました。
　イ　太陽電池発電事業が一般的な内容で実施される場合に、事業終了後、設備の撤去に
　　伴い発生する「廃棄物」について、選定すべき項目として位置付けました。

【備考】・①～⑬は、法の対象とならない一定規模以上の事業を条例の対象としている。
　　　・⑤の対象となる発電所の種類：法　…水力、火力、地熱、原子力、太陽電池、風力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　条例…水力、火力、太陽電池、風力

＜参考＞
　○　環境アセスメントに関する情報（千葉県環境生活部環境政策課ホームページ）
　　　 https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/km/kankyou/seisaku/eikyouhyouka/index.html
　○　環境影響評価情報支援ネットワーク（環境省ホームページ）
　　　 http://assess.env.go.jp/

【お問い合わせ先】
　千葉県環境生活部環境政策課 環境影響評価・指導班　０４３－２２３－４１３５

表１　環境アセスメントの対象事業（一定規模以上のもの）

事業の種類 法 条
例 事業の種類 法 条

例
①道路の新設又は改築 ○ ○ ⑪新都市基盤整備事業 ○ ○

②河川工事 ○ ○ ⑫流通業務団地造成事業 ○ ○

③鉄道又は軌道の建設又は改良 ○ ○ ⑬宅地開発事業 ○ ○

④飛行場及びその施設の設置又は変更 ○ ○ ⑭レクリエーション施設用地造成事業 ○

⑤発電用電気工作物の設置又は変更 ○ ○ ⑮工場の新設又は増設 ○

⑥廃棄物最終処分場の設置又は変更 ○ ○ ⑯終末処理場の新設又は増設 ○

⑦公有水面その他の水面の埋立て又は干拓 ○ ○ ⑰し尿処理施設の新設又は増設 ○

⑧土地区画整理事業 ○ ○ ⑱廃棄物焼却等施設の新設又は増設 ○

⑨新住宅市街地開発事業 ○ ○ ⑲砂利等採取事業 ○

⑩工業団地造成事業 ○ ○ ⑳土砂等の埋立て等の事業 ○

表２　環境アセスメントの対象となる太陽電池発電事業

法
第１種事業（注１） 総出力（交流側）が４万ｋＷ以上のもの

第２種事業（注２） 総出力（交流側）が３万ｋＷ以上４万ｋＷ未満のもの

条例

基本事業 太陽電池パネル等の水平投影面積が、自然公園等区域内で実施される
事業は１０ｈａ以上のもの、それ以外の事業は４０ｈａ以上のもの

関連事業（注３） 太陽電池パネル等の水平投影面積が、自然公園等区域内で実施される
事業は５ｈａ以上のもの、それ以外の事業は２０ｈａ以上のもの

（注１）必ず環境アセスメントを行う事業
（注２）環境アセスメントが必要かどうかを関係大臣が個別に判定する事業
（注３）条例の基本事業の規模に満たないが、法又は条例の対象となる別の事業と一体的に事業が行わ
　　　 れる場合に、その事業について環境アセスメントが必要かどうかを知事が個別に判定する事業
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千葉県環境保全協議会 会報 vol.103

  地域部会活動

  環境イベント

第１回市原部会
8月 21日（金）

第１回船橋部会
10月 12 日（月）

第1回長生・夷隅・安房部会
9月 30日（水）　＠WEB

第1回海匝・山武部会
12月 7日（月）　＠WEB

第１回印旛・香取部会
7月 12日（金）

第２回印旛・香取部会
12月 14 日（月）

1．講演会（市原市）
①  大気汚染防止法の一部改正について
②  エネルギー施策と連携した持続可能な街づく
　  りについて
2．理事会情報、本年度
　  活動計画等
3．市原部会内規改訂に
　  ついて

※書面回覧
1．行政設置派遣委員会活動報告
2．船橋環境フェアへの対応について等

1．各社近況報告情報交換
2．次年度幹事会社の確認
3．事務局情報等

1．㈱アルバック山武工場説明
2．事務局情報
3．情報交換会等

1．施設見学会
①  千葉港めぐり観光船
②  千葉ポートタワー
2．情報交換

1．情報交換、担当者変更紹介
2．次年度幹事会社の確認等

コロナ禍は部会活動に大きく影響し、企画実行の直前中止や延期が多数発生しました。
一部部会では既に始めましたが、今後は各部会がオンライン開催を行っていきます。

コロナ禍のもと初のオンラインで開催されました。
残り 10 年をどう行動し過ごすことが SDGs の達成に結びつくのか、有識者から若い世代までも
の真剣なトークが行われました。

当協議会は17番目のゴールに向け、あら
ゆる人々と連携を深め取り組んでいきます。

エコメッセ2020inちば(当協議会)　～ SDGs 暮らし方改革 ～
11 月1 日（日）　@WEB

ふなばし環境フェア（船橋部会）・いちはら環境フェア（市原部会）
中止

QR コードからエコメッセ出展の
動画をご覧ください

● 

地
域
部
会
・
イ
ベ
ン
ト
等
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　松戸市街を一望出来る高台にあります。「戸定」とは古く中世の城郭に
起源を持つ地名です。
　松戸市は江戸幕府の直轄地で、水戸藩ともゆかりの深い土地でした。戸定邸は、最後の水
戸藩主であった徳川昭武 ( あきたけ )(15 代将軍慶喜の弟 1853 年～ 1910 年 ) によって明治
17 年に建てられ、昭和 26 年に徳川家から松戸市に寄贈されました。芝生を使い、洋風を取
り入れた庭園は千葉県の名勝に指定され、建物は明治前期の上流住宅の姿をよく伝えるもの
として平成 18 年に国の重要文化財に指定されました。

● 

協
議
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
お
知
ら
せ

２０２０年度　主な行事　実績状況
◆研修会

中止
中止

中止
中止

終了 1月19・22 日
予定 2 月 10・16 日

公害防止統括者等研修
公害防止管理者等育成研修

（水質関係、騒音・振動・悪臭関係、化学物質関係）
公害防止管理者等育成実務研修
廃棄物関係管理者研修（適正処理。施設見学）
廃棄物関係管理者研修（リサイクル促進）＠ WEB
公害防止管理者等育成研修（大気関係）＠ WEB

◆ ISO セミナー
中止 6 月

終了 10 月 20 日～21 日

ISO14001 基礎セミナー　1 日コース
ISO14001 内部環境監査員養成セミナー　2 日間コース

◆公害防止受験講習
7 月 28 日～ 30 日
8 月 18 日～ 20 日
7 月 20 日～ 22 日
8 月   3 日～   5 日
7 月 28 日～ 29 日
8 月   3 日～   4 日

全て実施　終了
水質 1 回　3 日間コース
水質 2 回　3 日間コース
大気 1 回　3 日間コース
大気 2 回　3 日間コース
騒音・振動関係
ダイオキシン類

◆環境イベント
中止 6 月
中止 9 月

終了 11 月 1 日（日）
中止 1 月

ふなばし環境フェア
いちはら環境フェア
エコメッセ in ちば 2020　＠ WEB
第 20 回千葉県廃棄物適正処理推進大会

第 19 回大会功労者受賞

事務局よりお知らせ
寄り道したいお店紹介　　ハンバーグ　パテ　トツカ

by．写真提供を調整された合同酒精㈱桜井様より

表紙写真解説「戸定邸」

　きぼーる近くのハンバーグ屋さんです。いつも満席、男性にも人気で一人
ランチ姿も見受けられます。ランチ価格なのにボリューム満点・ふっくら
ハンバーグは絶品です。勿論コロナ対策もしっかりしていて安心。事務局からは少し遠いで
すが、こちらに来られる際は是非立ち寄ってみて下さい。







　新年あけましておめでとうございます。

　昨年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京オリンピック・パ

ラリンピックの延期をはじめ、各種行事の中止・縮小など広範囲に影響が出ていま

す。会員の皆様におかれましても、テレワーク・時差出勤の導入や出張・懇親会を控

えるなど、業務に支障が出ていることと思います。特にモノを作る・扱う業種におい

ては、テレワークというわけにもいかず、感染防止対策にはご苦労されているので

はないでしょうか。

　当協議会でも、研修会や部会などの「密」になってしまう活動が開催できず、多く

の行事が中止となりました。協議会活動のなかでも、施設見学会は普段行くことが

できないところを見学できるので大変楽しみにしているのですが、実施できず残念

でなりません。また、この会報についても年２回発行のところ、本年は１回の発行と

なり、編集委員会もオンラインでの開催となりました。

　企業においては在宅勤務やオンラインミーティングが定着し、学生もオンライン

授業をはじめ、就職活動・採用面接までもがオンラインで実施されているようです。

施設見学会もオンラインで...なんてことになったら、楽しみがひとつ減ってしまい

ます。一日も早くワクチンや治療薬が開発されてコロナ禍が収束し、活気ある年に

なることを願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y.H

編 集 後 記

一般社団法人 千葉県環境保全協議会

2021年1月

千葉市中央区長洲１-15-７　森林会館内
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山下　達也

編集委員

日本製鉄㈱、ＤＩＣ㈱、キッコーマン㈱

出光興産㈱、　東洋ガラス㈱、合同製鐵㈱

伊勢化学工業㈱、㈱アルバック、合同酒精㈱

表紙写真：

「 雪の戸定邸 」

松戸市広報広聴課様　提供

事務局からのお知らせ

会報表紙写真の募集をします
（随　時）

　会報“kanhokyo”は、表紙写真を会員の
みなさまから募集いたします。
　年２回発行の夏号（８月）と新春号（１
月）の表紙写真としてふさわしい作品を編
集委員会にて選考させて頂きます。
　掲載にあたっては、薄謝を贈呈致します
のでふるってのご応募をお待ちします。


